
令和６年１２月１日～令和９年１１月３０日までの３年間    

令和６年１２月～

目標１：産前産後休業や育児休業、育児休業給付、育休中の社会保険料免除、子の看護 

　　　　休暇など制度の周知や情報提供を行い、活用を推進する。

目標２：育児休業等を取得しやすい環境づくりの基盤としての、職員数の維持・増員に 

　　　　努める。

令和６年１２月～


